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自
転
車
事
故
対
策
と
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
七
年
三
月
の
国
土
交
通
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
日
本
に
お
け
る
自
転
車
保
有
台
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
平
成
二

十
五
年
時
点
で
約
七
千
二
百
万
台
と
自
動
車
保
有
台
数
と
同
程
度
、
人
口
一
人
当
た
り
の
自
転
車
保
有
台
数
は
〇
�
六
七
台
で

あ
り
、
自
転
車
先
進
国
で
あ
る
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
も
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
転
車
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
台
数

も
増
加
し
て
き
て
い
る
。

一
方
、
警
察
庁
が
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
に
公
表
し
た
「
平
成
二
十
九
年
に
お
け
る
交
通
死
亡
事
故
の
特
徴
等
に
つ
い

て
」
と
い
う
報
告
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
九
年
の
交
通
事
故
の
死
者
数
は
三
千
六
百
九
十
四
人
（
前
年
比
マ
イ
ナ
ス
二
百
十

人
、
マ
イ
ナ
ス
五
�
四
％
）
と
な
り
、
警
察
庁
が
保
有
す
る
昭
和
二
十
三
年
以
降
の
統
計
で
最
少
の
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
同
報
告
に
よ
る
と
「
（
自
転
車
に
よ
る
）
歩
行
者
と
の
事
故
は
減
少
幅
が
相
対
的
に
小
さ
く
、
平
成
二
十
九
年
は
（
全

交
通
事
故
に
占
め
る
構
成
比
が
）
前
年
よ
り
増
加
。
若
い
自
転
車
運
転
者
と
高
齢
歩
行
者
が
当
事
者
と
な
る
事
故
が
多
い
状

況
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
「
歩
行
者
が
死
亡
・
重
傷
の
事
故
で
は
、
運
転
者
の
約
五
十
二
％
は
二
十
四
歳
以
下
、
損
害
賠
償
責

任
保
険
等
の
加
入
は
六
十
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
い
人
の
自
転
車
事
故
が
多
く
、
自
転
車

事
故
の
加
害
者
の
う
ち
、
三
人
に
一
人
は
無
保
険
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

一



そ
の
よ
う
な
中
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
、
川
崎
市
の
市
道
交
差
点
で
、
大
学
二
年
の
女
子
学
生
（
二
十
歳
）
が
歩
行
中
の
女

性
（
七
十
七
歳
）
を
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
で
は
ね
て
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
、
重
過
失
致
死
容
疑
で
書
類
送
検
さ
れ
る
事
案
が

発
生
し
た
。
女
子
学
生
は
事
故
当
時
、
両
手
を
ハ
ン
ド
ル
に
添
え
た
状
態
で
右
手
に
飲
み
物
を
持
ち
、
左
手
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
操
作
、
左
耳
に
は
イ
ヤ
ホ
ン
を
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
故
の
よ
う
に
、
自
転
車
事
故
の
全
交
通
事
故
に
占

め
る
構
成
比
の
増
加
に
は
、
一
定
程
度
、
運
転
中
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用
や
、
イ
ヤ
ホ
ン
の
使
用
等
も
関
係
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
自
転
車
事
故
に
よ
り
重
度
障
害
や
死
亡
の
結
果
と
な
っ
た
事
案
に
関
し
、
裁
判
に
お
い
て
高
額
の
賠
償
が
命
じ
ら
れ

て
い
る
例
も
多
数
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
男
子
小
学
生
（
十
一
歳
）
が
帰
宅
途
中
に
自
転
車
で
走
行
中
、

歩
行
中
の
女
性
（
六
十
二
歳
）
と
正
面
衝
突
し
、
女
性
は
頭
蓋
骨
骨
折
等
の
傷
害
を
負
い
意
識
が
戻
ら
な
い
状
態
と
な
っ
た
事

案
で
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
四
日
、
神
戸
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
九
千
五
百
二
十
一
万
円
の
賠
償
を
命
じ
る
判
決
が
出
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

自
転
車
事
故
に
関
す
る
警
察
庁
の
前
記
報
告
に
よ
る
と
、
自
転
車
事
故
に
対
す
る
今
後
の
対
策
と
し
て
、
以
下
の
四
点
が

二



掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
、
現
時
点
で
の
計
画
、
実
施

主
体
等
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
特
に
、
�
の
保
険
加
入
促
進
に
つ
い
て
は
、
目
標
値
な
ど
が
あ
れ
ば
お
示
し
い

た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
四
点
以
外
に
自
転
車
事
故
問
題
対
策
に
関
し
取
り
組
む
こ
と
が
あ
れ
ば
あ
わ
せ
て
ご
説
明
い

た
だ
き
た
い
。

�

交
差
点
等
に
お
け
る
安
全
確
認
や
歩
道
で
の
歩
行
者
優
先
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
活
用
し
て
交
通
ル
ー
ル
の
周
知
を

図
り
、
交
通
安
全
教
育
を
推
進
す
べ
き
。

�

交
通
ル
ー
ル
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
の
危
険
性
を
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
危
険
な
違
反
を
繰
り
返
す
運
転
者
を
対

象
と
し
た
自
転
車
運
転
者
講
習
制
度
の
適
切
な
運
用
を
図
る
べ
き
。

�

損
害
賠
償
責
任
保
険
等
の
加
入
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
家
庭
内
に
お
い
て
加
入
状
況
の
確
認
を
行
う
べ
き
。

�

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
被
害
軽
減
効
果
の
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
自
転
車
利
用
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
促
進
を
図
る
べ
き
。

二

前
記
の
通
り
、
自
転
車
運
転
者
に
よ
る
対
歩
行
者
死
亡
・
重
傷
事
故
の
う
ち
、
約
五
十
二
％
は
二
十
四
歳
以
下
の
若
い
運

転
者
に
よ
る
事
故
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
若
者
に
よ
く
見
ら
れ
る
ス
マ－

ト
フ
ォ
ン
片
手
の
「
な
が
ら
運
転
」
等
も

原
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
料
す
る
が
、
調
査
等
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
状
況
、
政
府
の
見
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
仮
に

三



そ
う
い
っ
た
事
情
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
後
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用
者
も
自
転
車
の
利
用
者
も
増
加
す
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
さ
ら
な
る
対
策
を
早
急
に
講
じ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

三

自
転
車
利
用
者
の
多
く
は
保
険
に
未
加
入
で
、
賠
償
責
任
に
耐
え
ら
れ
ず
自
己
破
産
す
る
例
も
少
な
く
な
い
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
政
府
と
し
て
、
自
転
車
事
故
を
理
由
と
し
て
自
己
破
産
す
る
例
が
ど
の
程
度
あ
る
か
、
調
査
等
に
よ
り
把
握
し
て

い
る
か
。

四

自
転
車
に
は
、
自
動
車
の
よ
う
に
強
制
加
入
と
な
る
「
自
賠
責
保
険
」
の
よ
う
な
制
度
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

自
転
車
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
は
任
意
に
加
入
す
る
保
険
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
中
、
自
転
車

に
つ
い
て
賠
償
保
険
の
加
入
を
義
務
付
け
る
自
治
体
も
出
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
自
治
体
の
動
き
に
つ
い
て
、
政
府
は
こ
れ
ら
自
治
体
と
の
情
報
連
携
や
住
民
の
声
や
効
果
の
集
計
、
評
価
等

を
行
っ
て
い
る
か
。
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
政
府
と
し
て
こ
れ
ら
の
動
き
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
お
答

え
い
た
だ
き
た
い
。

五

自
転
車
事
故
の
結
果
、
運
転
者
が
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
被
害
者
へ
の
賠
償
が
不
十
分
に
な
っ
た
り
、
運

転
者
自
身
が
自
己
破
産
し
た
り
と
い
っ
た
問
題
を
な
く
す
た
め
に
は
、
保
険
加
入
を
義
務
付
け
る
こ
と
な
ど
も
検
討
す
べ
き

四



で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
て
い
れ
ば
検
討
状
況
等
を

ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


